
 

 

 

 

 

   

平成 28年（2016年）鳥取県中部地震に係る被災宅地危険度判定の支援について 

 

  

１ 要 旨 

平成 28年 10月 21日に発生した平成 28年（2016年）鳥取県中部地震について，被災宅地の

危険性等の判定（＝被災宅地危険度判定）のために，鳥取県から職員の派遣の要請があったた

め，次のとおり県及び市町の職員を派遣する。 

 

２ 派遣概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

出発式に関しては，10月 25日（火）午後１時15分から県庁北館玄関口で行う。 

なお，他市派遣班とは，現地で合流する。 

最大派遣期間 10月 25日（火）～30日（日） 

最大判定活動期間 10月 26日（水）～29日（土） 

派遣場所 鳥取県倉吉市周辺 

派遣体制行政職員 

（被災宅地危険度判定士） 

６班 18名 

（内訳） 

広島県  ２名  呉市   ３名 

竹原市  ３名  福山市  ３名 

府中市  ３名  東広島市 ３名 

府中町  １名 
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